○○区コミユニテイ助成事業　備品管理運営規程
第１条（総則）

　本規程は、○○区が令和〇年度コミユニテイ助成事業により整備した備品の使用及び管理について定める。
第２条（使用設備、備品使用要件）
　設備、備品の使用及び使用する要件は、次のとおりとする。
（１）使用できる設備、備品は別表のとおりとする。
（２）設備、備品の使用は、区民および区が認めた団体・個人に限るものとする。
第３条（管理）
　設備、備品の管理場所は○○とし、管理責任者を○○区長とする。日常の管理、保全については、管理責任者を中心に必要に応じて点検を行う。
第４条（その他）

　備品に破損が生じた場合等、この規程に定めていない事項について、必要があれば役員会で協議する。

附則
この規定は、令和〇年〇月〇日から施行する。

別表
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